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　和寒町では、独自政策として「子育てへの積極的な支援」を重点施策の一つに掲げ、その一環と
して、これまで徒歩で利用するには遠く、学童保育ではバスで送迎している状況にある児童館
を※生きがいセンターへ移転し、利用者の利便性を図るため、保育所周辺を子育て支援の拠点エリ
アとし児童館事業、学童保育事業を集約した、子育て支援センターを設置することとしました。
その概要についてお知らせいたします。

※生きがいセンターは旧老人憩の家に移転しました

��

◎
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）を
設
置

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
核
家
族
化

に
伴
い
家
族
や
地
域
の
中
で
子
育
て
の
知

識
や
経
験
を
共
有
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し

く
、
子
育
て
に
周
囲
の
手
助
け
が
求
め
に

く
い
な
ど
の
子
育
て
の
孤
立
化
解
消
を
図

り
、
家
庭
内
で
の
子
育
て
に
係
る
不
安
や

悩
み
を
一
人
で
抱
え
込
む
こ
と
の
な
い
よ

う
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
を
支
え
る
取
り

組
み
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
平
成　

年
４

21

月
１
日
現
在
、
北
海
道
で
１
９
１
か
所
、

上
川
管
内
で
は
４
市　

町
で　

か
所
の
設

13

20

置
が
あ
り
ま
す
。

　

設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
施
設
の
有
効
利

用
も
視
野
に
入
れ
、
生
き
が
い
セ
ン
タ
ー

を
改
修
し
て
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
来
年

の
１
月　

日
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

15

（
生
き
が
い
セ
ン
タ
ー
は
旧
老
人
憩
の
家

に
移
転
し
ま
し
た
。
）

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
利
用
開
始
は
４
月
１

日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
正
式
に
決

　

玄
関
前
階
段
に
つ
い
て
は
、
勾
配
が
き

つ
い
こ
と
か
ら
、
小
さ
な
子
ど
も
、
ベ
ビ

ー
カ
ー
や
妊
婦
の
方
の
出
入
り
を
容
易
に

す
る
た
め
の
ス
ロ
ー
プ
と
ス
ロ
ー
プ
部
分

に
は
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
機
能
を
設
置

し
、
冬
期
間
も
安
全
に
歩
行
で
き
る
よ
う

配
慮
し
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
サ
ロ
ン
室
で
は
、
子
育
て
家
庭

の
親
と
子
ど
も
が
気
軽
に
集
い
、
う
ち
解

け
た
雰
囲
気
の
な
か
語
り
合
い
、
相
互
の

交
流
を
図
る
場
と
し
て
、
更
に
は
子
ど
も

の
成
長
に
あ
わ
せ
た
子
育
て
の
悩
み
、
健

康
に
つ
い
て
の
相
談
や
情
報
提
供
を
保
育

士
や
保
健
師
に
よ
り
気
軽
に
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

子
育
て
サ
ロ
ン
室
の
利
用
に
あ
っ
て
は

月
水
金
の
午
前
９
時
か
ら
1
2
時
ま
で
自

由
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
開
放
す

る
と
と
も
に
、
特
色
の
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
随
時
取
り
入
れ
た
も
の
を
計
画
し
て

い
ま
す
。
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定
さ
れ
ま
し
た
ら
、
広
報
わ
っ
さ
む
等
で

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
健
福
祉
課
（
電
話
３
２
ー

２
０
０
０
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◎
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
の
主

な
特
徴

　

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
館
や

学
童
保
育
を
併
設
し
た
子
育
て
支
援
拠
点

施
設
と
し
て
、
関
係
機
関
や
子
育
て
支
援

活
動
を
行
う
グ
ル
ー
プ
等
の
育
成
や
連
携

を
図
り
、
気
軽
に
参
加
で
き
る
施
設
運
営

を
め
ざ
す
ほ
か
、
今
ま
で
児
童
館
や
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
た
、
乳
幼

児
の
つ
ど
い
や
親
こ
っ
こ
教
室
、
赤
ち
ゃ

ん
サ
ー
ク
ル
広
場
な
ど
は
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
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こ
の
他
、
調
乳
が
可
能
な
設
備
と
幼
児

ト
イ
レ
室
に
は
幼
児
用
便
器
や
沐
浴
場
、

オ
ム
ツ
交
換
台
や
一
般
ト
イ
レ
に
は
ベ
ビ

ー
シ
ー
ト
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

児
童
館
機
能
と
し
て
は
、
三
笠
山
に
あ

っ
た
三
笠
児
童
館
事
業
の
継
続
を
基
本
に

考
え
て
お
り
、
自
由
に
集
え
る
集
会
室
に

パ
ソ
コ
ン
の
設
置
や
静
か
な
創
作
活
動
や

読
書
が
で
き
る
図
書
室
、
遊
び
等
を
通
じ

ふ
れ
あ
え
る
遊
戯
室
を
配
置
し
て
お
り
、

遊
戯
室
に
は
講
演
や
集
会
に
活
用
で
き
る

よ
う
音
響
設
備
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

学
童
保
育
室
で
は
、
小
学
１
年
か
ら
３

年
生
ま
で
の
児
童
が
集
い
、
今
ま
で
の
学

童
保
育
を
継
続
で
き
る
よ
う
専
用
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
、
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
確

保
を
図
る
と
と
も
に
今
ま
で
の
帰
宅
時
間

午
後
４
時
を
午
後
５
時　

分
ま
で
可
能
と

30

し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
育
所
と
の
連
携
強
化
の
た
め

連
絡
路
の
設
置
を
計
画
し
て
お
り
、
保
育

所
周
辺
を
子
育
て
支
援
の
拠
点
エ
リ
ア
と

し
て
充
実
を
図
り
ま
す
。
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事務室

ホール

学童保育室：これまで
の学童保育を継続し、
帰宅時間を午後４時か
ら午後５時30分まで可
能に

子育てサロン室：子育
て相談や月水金の午前
９時から12時まで自由
解放し特色あるカリキ
ュラムを実施

遊戯室：遊び等を通じ
てのふれあいや講演、
集会に活用できる音響
設備を用意

集会室：パソコンの設
置や静かな創作活動に

図書室
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　町では、地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減とクリーンなエネルギー
の導入促進を図るため、次の事業に対して費用の一部を補助する新たな助成制度を創設しました。
　その事業内容についてお知らせいたします。
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次の要件を全て満たす方が対象となります。
①町内に住所を有し居住する個人（転入予定者も含みます）
②一般住宅（店舗等との兼用住宅も含みます）に太陽光発電システムを設置する方
③電力会社と電灯契約を締結する方
④本人、同居の家族全員が公租公課を完納している方
⑤借家に設置する場合は、所有者の承諾を受けている方

対 象 者

次の要件を全て満たすシステムが対象となります。
①中古品でないこと
②国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程による対象システムの基準
に適合していること

対象経費

①１kw当たり３万円（上限は５kwで15万円）
※国の助成制度「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金（１kw当たり７万
円）」との併用も可能です。

助成金額

①平成21年度～平成22年度の２年間
②平成21年度分は、平成21年１月13日以降（国の助成制度募集日）に設置した方
も対象となります。

助成期間

①補助金交付申請書　　②公租公課納入状況調査承諾書　　③収支予算書
④設置に係る見積書又は契約書の写し
⑤太陽光システムの最大出力値・形状・規格・構造等が確認できるもの
⑥住宅の所有を確認できる書類　　⑦住宅の位置図
⑧工事承諾書（借家の場合のみ）

補助金申請に
必要な書類

　助成を受けた方には、運転状況などのデータ（12か月分）を町に提供していただき
ます。このデータを集約して、広報誌や町のホームページなどで公表し、太陽光発電
システムの普及啓発を図ります。（個人を特定する情報は公表しません。）

そ の 他
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次の要件を全て満たす方が対象となります。
①町内に住所を有し居住する個人（転入予定者も含みます）
②一般住宅（店舗等との兼用住宅も含みます）の木質ブリケットストーブ又は木質
ペレットストーブを設置する方

③本人、同居の家族全員が公租公課を完納している方
④借家に設置する場合は、所有者の承諾を受けている方

対 象 者
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次の要件を全て満たす木質バイオマスストーブが対象となります。
①中古品でないこと
②木質ブリケットストーブまたは木質ペレットストーブであること
※運送料、設置工事費及び付属品の費用は除きます

対象経費

①木質バイオマス燃料ストーブの本体価格（税抜）の２分の１以内
（助成金の上限は15万円）

助成金額

①平成21年度～平成22年度の２年間
※平成21年４月１日以降に設置した方が対象となります。

助成期間

①補助金交付申請書　　　　　②公租公課納入状況調査承諾書
③設置に係る見積書の写し　　④工事承諾書（借家の場合のみ）

補助金申請に
必要な書類

　助成を受けた方には、運転状況などのデータ（設置年度及び翌年度の２年分）を町
に提供していただきます。このデータを集約して、広報誌や町のホームページなどで
公表し、普及啓発を図ります。（個人を特定する情報は公表しません。）

そ の 他
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次の要件を全て満たす方が対象となります。
①町内に住所を有し居住する個人（転入予定者も含みます）
②一般住宅（店舗等との兼用住宅も含みます）の建築年数が補助金交付申請時で10
年以上経過している方

③本人、同居の家族全員が公租公課を完納している方
④借家に設置する場合は、所有者の承諾を受けている方

対 象 者

次の要件を全て満たす工事が対象です。
①次のアの工事、またはアの工事と併せて行うイからエの工事が対象です

　　ア　窓の断熱改修工事　　　イ　床の断熱改修工事
　　ウ　壁の断熱改修工事　　　エ　天井の断熱改修工事
②改修部分がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
※産業廃棄物処理費や家電製品・家具などの購入費は除きます

対象経費

①補助対象経費の２分の１以内（上限は15万円）助成金額

①平成21年度～平成22年度の２年間
※平成21年４月１日以降に改修した方が対象となります。

助成期間

①補助金交付申請書　　②公租公課納入状況調査承諾書
③補助対象経費の見積書又は契約書の写し
④図面（位置図、配置図、平面図、改修図）
⑤住宅の所有を確認できる書類　　⑥工事承諾書（借家の場合のみ）

補助金申請に
必要な書類

�������	
�

　11月９日から随時受付します。申請書の様式は、総務課窓口でお受け取りください。
　町のホームページからもダウンロードできます。

■詳細については、総務課まちづくり推進係（℡32-2421）へお問い合わせください。
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今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年もももももももももももももももももももももプププププププププププププププププププププレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券ににににににににににににににににににににに補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす今年もプレミアム商品券に補助いたします
　和寒町では、引き続く地域経済の厳しい状況を考慮し、町民の生活不安に配慮した地域活性化
・生活対策として、昨年に引き続き、実行委員会が実施するプレミアム（割増金）付き商品券を発
行する事業に対し、補助いたします。
　さらに、この事業により消費を底上げし、町内消費流通の確保並びに地元消費を促進し町内経
済の活性化を目指し、次のとおり実施されますのでお知らせいたします。
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�����　　　実行委員会

�����　　　和寒町商工会
　　　　　　　　ＪＡ北ひびき和寒基幹支所
　　　　　　　　和寒町商業振興協同組合
　　　　　　　　㈱ホクレン商事　ホクレンショップわっさむ店

�������　１７，９００，０００円
　　　　　　　　　内　訳　プレミアム割増（20％）分　　　　　　　　１６，８００，０００円
　　　　　　　　　　　　　管理諸経費の一部（券印刷、チラシ　他）　　 　　６００，０００円
　　　　　　　　　　　　　販売促進費（抽選による商品券）　　　　　　　 　５００，０００円

�����　　　平成21年11月16日（月）～平成22年２月26日（金）
　　　　　　　　（土・日・祝日　12月31日～１月５日を除く。）
　　　　　　　　※チラシ（引換え券付き）配布は自治会へ依頼し各戸配布となります。
　　　　　　　　※世帯当り購入は２回まで10組を限度とします。

※１冊1,000円分のプレミアムの他に12月までの１回目の購入時に１万円（２冊）以上購入
の方に抽選で、最高3,000円分の商品券などの特典付きとなっています。

　　　　　　　　※代理者購入を禁止します。

�����　　　平成21年11月16日（月）～平成22年３月31日（水）

�����　　　和寒町商工会・ＪＡ北ひびき和寒基幹支所（販売：12月25日まで）

������　　　賛同する町内全事業所

�������　○未払金への支出、公金、官製品（ハガキ・切手等）、各種引換券（米・ビール券等）には
利用できません。

　　　　　　　　○回収商品券の再利用はできません。
　　　　　　　　○換金は10日・25日の月２回、商工会へ請求する。
　　　　　　　　○商品券利用の際は、商店等で代金支払い時に１枚づつ切り離します。（事前切り離し無効）
　　　　　　　　○つり銭はありません。

�������　和寒町商工会　℡32-2341

昭和24年の大通りの様子昭和34駅前通り祭典の様子

�������	
����������������
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支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付ををををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始しししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた支給申請受付を開始しました
　本町では、国の政策を受けて７月の町議会臨時会において３～５歳の幼児がいる世帯に１人当
り３万６千円を支給する内容に、町の独自策として０～２歳の幼児への拡大支給を含めた補正予
算を議決し、就学前の子育て世帯に必要な支援を行うことといたしました。
　しかし、国では政権交代により本手当の執行停止が表明されましたが、既に議会での議決事項
でもあり「町民の皆さんとの約束」であることからも町の独自財源で実施することといたしまし
たので、その内容についてお知らせいたします。

�������	
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　　子育て応援特別手当の支給対象者は、平成21年10月１日以降において「支給の範囲となる子」の属する
������とします。
　　※支給対象者には申請案内を送付しています。

�������	
��

　　特別手当の対象範囲は、�������	
��������	������
����������で、次
の要件のいずれかに該当する児童とします。
　　（１）�������	
��されていること
　　（２）外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者に該当すること

①日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法
律第71号）に定める特別永住者

②出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）に定める在留資格を有して在留する者（出生
等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、不法滞在者及び短期滞在の在
留資格で在留する者を除く。）

������

　　子育て応援特別手当は「対象の範囲となる子」１人につき３万６千円を支給します。

�������	
����

　　特別手当の支給要件に該当する者が特別手当の支給を受けようと
するときは、��������	
���������������
���������	
������������������
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　　子育て応援特別手当の支給方法は、支給対象者が指定した金融機
関への口座振替とします。
　　ただし、口座振替による支給が困難な場合は申し出てください。

�����
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�������	
�����������

�������	
�	
� ����������������������



�
��������	
���������

�������	
��������
　�職員の採用及び退職の状況

平成20年度末
職員数

平成20年度
採用者数

平成19年度
退職者数

平成19年度
職員数区分

11228118一 般 職

0011技 能 労 務 職

11229119合　 計

　�定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
　①定員適正化目標

数値目標
計画期間

終　期始　期

13名削減　△8.5％平成22年４月１日平成17年４月１日

　②平成22年４月１日現在における定員の数値目標

126名（平成17年４月１日）から13名削減し113名とする

　�職員の採用及び退職の状況　　　　　　（各年４月１日現在）

主な増減理由対前年
増減数

職　員　数　　　区分
部門　　　 平成20年平成19年

22議　　会

一
般
行
政
部
門

1414総　　務

異動のため△145税　　務

退職者不補充のため△11011農林水産

22商　　工

異動のため275土　　木

3939小　　計

1010民　　生福
祉
関
係

1010衛　　生

02020小　　計

5959一般行政部門計

退職者不補充と異動によるため△3912教　　　育

△3912小　　　計

2323病　　院
公
営
企
業
会
計

特別会計から一般会計へ異動のため△112水　　道

11下 水 道

退職者不補充のため△31922そ の 他

△44448小　　計

△7112119合　　　計

�������	�
�
　�人件費の状況（普通会計決算）

（参考）
19年度の
人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ実質収支歳出額

Ａ

住民基本台帳
ネットワーク人口
（20年度末）

区分

15.92％12.45％524,457千円98,074千円4,211,462千円4,069人20年
度

�������	
����	����
　�職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　　（平成21年４月１日現在）
　■一般行政職

平均給与月額平均給料月額平均年齢区分

356,583円
321,700円42.7歳和寒町

348,546円

387,506円325,113円41.1歳国

356,322円
320,039円42.9歳類似

団体 351,543円

１　「平均給料月額」とは、平成21年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平
均である。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時
間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての
諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもので
ある。また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の
手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもの
である。

３　国及び類似団体は平成20年４月１日現在

�������	
�������	
��

� ����������������������������������
趣　　旨

　地方公務員法第58条の２の規定に基づき、和寒町で平成18年３月に「和寒町人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例」を制定しました。
　人事行政の運営等の状況の公表は、この条例に基づき、職員の給与や職員数、勤務条件等
を町民の皆さんに公表することにより、人事行政運営の公正性と透明性を高めることを目的
としています。

　�職員給与費の状況（普通会計決算）

一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

給　　　与　　　費
職　員　数区分

計期末・勤勉手当職員手当給　料

5,707千円399,469千円104,220千円36,799千円258,450千円70人20年
度

(注)１　職員手当には退職手当を含まない。
　　２　給与費は当初予算に計上された額である。
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　�職員の初任給の状況 （平成21年４月１日現在）

国和　寒　町
区　　分

初任給２年後の給料初任給

172,200円184,200円172,200円大　学　卒
一般行政職

140,100円148,500円140,100円高　校　卒

　�職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成21年４月１日現在）

経験年数20年
以上25年未満

経験年数15年
以上20年未満

経験年数10年
以上15年未満区　　分

375,200円352,800円　－　　円大　学　卒
一般行政職

333,300円273,300円231,700円高　校　卒

��������	

　�期末手当・勤勉手当

国和　　寒　　町

（20年度支給割合）
期末手当　　　勤勉手当
3.0月分　　　　1.5月分

（20年度支給割合）
期末手当　　　勤勉手当
3.0月分　　　　1.5月分

（加算措置の状況）
役職加算　５～20％
管理職加算　10～25％
職制上の段階、職務の級等による加
算措置

（加算措置の状況）
役職加算　５～15％
職制上の段階、職務の級等による加
算措置

�������	
����	��
　�一般行政職の級別職員数の状況 （平成21年４月１日現在）

構成比職員数標準的な職務内容区分

11.1％7人定型的な業務を行う職務１級

12.7％8人相当高度の知識又は経験を必要と
する業務を行う職務２級

23.8％15人特に高度の知識又は経験を必要と
する業務を行う職務、係長等の職務３級

23.8％15人困難な業務を処理する係長等の職務
課長補佐等の職務４級

12.7％8人困難な業務を処理する課長補佐等
の職務、課長等の職務５級

15.9％10人困難な業務を処理する課長等の職務６級

(注)１　和寒町の給与規則に基づく給料表の級区分による職員数で
ある。

　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な
職務である。

　�退職手当 （平成21年４月１日現在）
国和　　寒　　町

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 20 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 25 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 35 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置

（２～20％加算）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 20 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 25 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 35 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置
（退職時特別昇給　　無し　　　　）

　�時間外勤務手当

6,895千円支給実績（20年度決算）

156千円支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

8,823千円支給実績（19年度決算）

245千円支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

　�その他の手当 （平成20年４月１日現在）

支給職員
１人当たり
平均支給年額
（20年度決算）

支給実績
（20年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の
制度
との
異同

内容及び支給単価手当名

242,708円8,738千円同

配偶者　　13,000円

扶養
手当

配偶者以外の扶養親族
月額 6,500円
16～22歳までの扶養親族
月額　5,000円/人　加算

91,541円5,126千円

持ち家2,500円
（新築・購入から
５年間）
借家　家賃に応じ
て限度額27,000円

異

持ち家　月額  6,000円
住居
手当 借家　家賃に応じて

限度額27,000円

97,057円679千円同キロ数に応じて
2,000円～24,500円

通勤
手当

297,391円6,840千円

管理又は監督の地
位にある職員の官
職のうち、規則で指
定する官職を占め
る職員に対し支給
一種　
　給料月額の25％
二種　
　給料月額の20％
三種　
　給料月額の16％
四種　
　給料月額の12％
五種　
　給料月額の10％
本省庁課長補佐
　給料月額の８％

異

管理職＝課長・課長補佐職
課長職　　　30,000円
課長補佐職　20,000円

管理職
手　当

�������	
���
（平成21年４月１日現在）

給 料 月 額 等区　分

（参考）類似団体における最高／最低額
給
料 798,000円／435,500円

663,000円／427,500円
748,000円
594,000円

町　長
副町長

307,000円／150,000円
251,000円／115,000円
236,000円／　97,000円

246,000円
195,000円
170,000円

議　長
副議長
議　員

報
酬

（20年度支給割合）
4.45　月分

町　長
副町長期

末
手
当 （20年度支給割合）

4.45　月分

議　長
副議長
議　員

（算定方式）　　　　　　　　　（支給時期）　
748,000円×5.313×在職年数　任期満了後
594,000円×3.335×在職年数　任期満了後

町　長
副町長

退
職
手
当

※類似団体についての最高／最低額は平成20年４月１日現在

�������	
	����	�
　�職員の勤務時間 （平成21年４月１日現在）

勤務時間の割り振り１週間の
勤務時間 週休日休息時間休憩時間終業始業

土曜・日曜廃止12時00分～13時00分17時15分８時30分38時間45分

ここのページに掲載し切れなかったその他の
内容については、和寒町のホームページに掲
載しておりますので、ご覧ください。
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五十嵐　英次さん[商工会青年部副部長] 38歳
和寒町字西町　℡0165-32-3242　出身：士別市（旧朝日町）
経歴：1983年　朝日町立糸魚小学校卒業　　1986年　朝日中学校卒業
　　　1989年　旭川工業高等専門学校中退　1995年　北海道医療大学卒業
　　　2004年　町立歯科診療所勤務　　　　2006年　和寒歯科医院開業
　　　2009年　歯学博士の学位取得
趣味：ギター、野球
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　９月30日任期満了に伴う和寒町教育委
員に浜田友子氏・和久　充氏が再任されま
した。
　また、委員長には浜田友子委員が、委員
長職務代理者には福井教之委員が10月１
日付で再選されました。

�������	
��������������������	���
　10月４日(日)、総合体育館及び総合運動広場周辺で、第14回町民スポーツチャレンジデー・第38回町民ロ
ードレース大会が開催されました。ロードレース大会及び「スポチャレ チャンピオンシップIN わっさむ」
の 成績は次のとおりです。

和久　充委員 浜田友子教育委員長

��������������	
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　人権週間（12月４日～10日）の期間中、特設相談所を開設します。
　現在、和寒町には、町長から推薦され、法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員が各種相談に応じておりま
す。

[相談は無料で、秘密は固く守られます]　　
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■詳しくは保健福祉課福祉係（℡32-2000）　　

（敬称略）●第38回町民ロードレース大会結果

３　位２　位１　位
村岡　松吉瀬戸加奈子松村あけみ親子ペア

（上段：親　下段：子） 村岡　和雅瀬戸　悠仁松村あいか
鈴木　真心村岡　来玖合田　優作男子

小学１・２年組
鬼頭くるみ村岡　優花松村　美緒女子
辻　あすか小島　詩織後藤　　華女子小学３・４年組
菊地　啓太吉田　静槻鬼頭壮一郎男子

小学５・６年組
新堂麻由香金谷　羽純酒井　結衣女子
森山　翔吾袰田　晃司村岡　快斗男子

中学生
－松村　真由山口　美幸女子

（敬称略）●スポチャレ チャンピオンシップIN わっさむ

インディアカ投げ２分間連続なわとびフラフープ回し立ち幅とび種　目　
　年　代 記　録氏　名記　録氏　名記　録氏　名記　録氏　名

4ｍ42cm丹野　亜蘭－認定者なし7秒70丹野　亜蘭1ｍ32cm丹野　亜蘭幼　　児
16ｍ21cm山中　駿吾－認定者なし2秒50村岡　来玖1ｍ48cm山中　駿吾小低男子
10ｍ37cm瀬川　結貴249回小島　詩織3分51秒50辻　あすか1ｍ70cm小島　詩織小低女子
28ｍ50cm吉田　静槻267回吉田　静槻42秒33吉田　静槻2ｍ20cm吉田　静槻小高男子
18ｍ58cm菊地　美咲－認定者なし1分51秒12酒井　結衣1ｍ68cm酒井　結衣小高女子
23ｍ32cm沼田　健祐－－－－2ｍ47cm沼田　健祐高校～20代（男）
23ｍ80cm村岡　裕一－－－－2ｍ47cm鈴木健一郎30～40代（男）

◎人権擁護特設相談日程
１．相談実施日：12月８日（火）
２．相談時間　：午後１時から午後３時まで（２時間）
３．相談場所　：保健福祉センター１階「相談室」
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施行業者完成期限金　　額施　　行　　内　　容工　　事　　名場所

� 近 藤 組12月11日28,297,500
工事延長Ｌ＝150.15ｍ
施工幅員Ｗ＝5.5ｍ＋1.5ｍ×２（両側）
（道道和寒鷹栖線～南４丁目通り付近）

２号道路路面改修工事西　町
三　笠

共 栄 建 設 ㈱12月11日10,206,000工事延長Ｌ＝114.89ｍ
（７号道路～ペンケペオッペ川）ペンケ支流川護岸改修工事北　原

㈱コンドー興産11月30日5,040,000１棟４戸（コンクリートブロック）157�
オープンスペース造成544�他

平成21年度　あかしや団地
公住解体他一連工事
（45年東棟）

三　笠

㈲ 山 田 建 設平成22年
3月30日4,914,000

太陽電池モジュール185Ｗ×30枚（5.55kw）
鉄骨架台設置・パワーコンディショナ設
置・電気設備一式他

交流施設ひだまり太陽光発電
設備設置工事北　町

㈱ 山 口 電 業12月15日10,500,000受信点・電源・伝送路改修一式他福原地区テレビ共同受信施設
改修工事福　原

㈱ 近 藤 組11月13日1,302,000上部回転アーム部塗替55�こどもの国ハイスクリュー
タワー塗装塗替工事三　笠

���������������������������
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　８月上旬、兵庫・岡山県域を襲った大雨により多数の家屋倒壊・床上浸水等が発生し、また、国外では、
特に台湾を直撃した台風は過去50年間で最悪の被害をもたらしたと言われるほど、甚大な災害が発生しま
した。
　日赤和寒分区では、国内外ともに被災された方々への支援のため、和寒町赤十字奉仕団の募金活動のご協
力を得て役場出納室窓口・保健福祉センター窓口・町立病院カウンターに募金箱を設置し、町民皆さまに対
しご協力を呼びかけました。
　皆さまから寄せられた義援金は、日本赤十字社北海道支部と通じ送金させていただきました。また、直接
金融機関などから送金していただきました多くの皆さまにも深くお礼申し上げます。
　なお、日赤和寒分区を通してご協力をいただきましたみなさまの義援金は、次のとおりです。

ありがとう
ございました

�������	
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　和寒町赤十字奉仕団募金活動（募金箱） 3,445円
　和寒町役場職員同交会 5,000円
　和寒町役場公栄会 10,000円
�������	
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　和寒町赤十字奉仕団募金活動（募金箱） 2,307円
　和寒町役場職員同交会 5,000円
　和寒町役場公栄会 10,000円
��������	
��
　和寒町赤十字奉仕団募金活動（募金箱） 1,583円

■陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
　「資格」　平成22年４月１日現在　15歳以上17歳未満　
　「身分」　特別職国家公務員（生徒）自衛官ではありません。
　「高校教育」　横浜修悠館高等学校（通信制）に入学。（経費は自己負担３年間で約３万円）
　「居住場所」　横須賀駐屯地
　「休日」　週休２日制　祝日　年末年始及び夏季休暇　年次休暇有り
　「給与」　94,900円　「待遇」　ボーナス：年２回（６月・12月）　食費・住居費：無料
　「受付」　平成21年11月１日（日）～平成22年１月８日（金）
　　　　　（電話連絡により広報官が対応いたします。）
　「試験日」　平成22年１月23日（土）
■問い合わせ先
　＊自衛隊旭川地方協力本部　名寄出張所
　　　電話：01654-2-3921（電話お待ちしています）
　　　住所：〒096-0011　名寄市西１条南９丁目45（公園通り）
　　　※受験申し込みは、和寒町役場総務課でも対応いたします。

� � � � � � �
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▼
雪
だ
る
ま
の
雪
子
ち
ゃ
ん

（
江
國
香
織
）▼
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ

で
き
あ
が
り
！（
エ
リ
ッ
ク
・
カ

ー
ル
）▼
や
ま
の
バ
ス（
村
田
エ

ミ
コ
）▼
み
み
か
き
め
い
じ
ん

（
か
が
く
い
ひ
ろ
し
）▼
シ
ャ
ー

ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
に
は
負
け

な
い（
ピ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
）

▼
反
撃（
草
野
た
き
）▼
ト
ゥ
ル

ビ
ン
と
メ
ル
ク
リ
ン
の
不
思
議

な
旅（
ウ
ル
フ
・
ス
タ
ル
ク
）

�
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▼
三
人
暮
ら
し（
群
よ
う
こ
）▼

捜
査
官（
末
浦
広
海
）▼
竜
の
道

　

飛
翔
篇（
白
川
道
）▼
江
戸
悪

党
改
め
役（
森
村
誠
一
）▼
こ
れ

で
よ
ろ
し
く
て
？（
川
上
弘
美
）

▼
渇
水
都
市（
江
上
剛
）▼
外
事

警
察（
麻
生
幾
）▼
戦
場
の
掟

（
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
フ
ァ
イ
ナ
ル
）

▼
子
ど
も
た
ち
の
遺
言（
谷
川

俊
太
郎
）▼
ゼ
ロ
、ハ
チ
、ゼ
ロ
、

ナ
ナ（
辻
村
深
月
）▼
異
域
の
死

者（
津
村
秀
介
）▼
十
津
川
警
部

の
挑
戦　

上　

新
装
版（
西
村

京
太
郎
）▼
大
人
に
な
る
と
い

う
こ
と
。（
石
田
衣
良
）▼
海
底

八
幡
宮（
笙
野
頼
子
）▼
新
参
者

（
東
野
圭
吾
）▼
小
さ
い
こ
ろ
に

置
い
て
き
た
も
の（
黒
柳
徹
子
）

▼
海
峡
の
南（
伊
藤
た
か
み
）▼

き
り
き
り
舞
い（
諸
田
玲
子
）▼

ね
ず
み
石（
大
崎
梢
）▼
ラ
ス
ト

ダ
ン
ス（
堂
場
瞬
一
）▼
占
い
屋

重
四
郎
江
戸
手
控
え（
池
永
陽
）

▼
ハ
ン
グ（
誉
田
哲
也
）▼
横
道

世
之
介（
吉
田
修
一
）▼
ブ
リ
ー

タ（
パ
ウ
ロ
・
コ
エ
ー
リ
ョ
）▼

き
な
こ（
百
瀬
し
の
ぶ
）▼
ち
り

か
ん
す
ず
ら
ん（
安
達
千
夏
）▼

傷
痕（
矢
口
敦
子
）

���������
���������	
（斉藤　里恵/著）

　耳が聴こえない青森一の不良娘
が筆談だけで銀座No.1ホステスに
なった！！難聴者としての人生や
思い、家族のこと、これからの夢な
どを綴るほか、筆談での接客術もあ
わせて紹介する。

☆毎週土曜日
　14時00分～
おはなしかい開催

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
本
格

的
に
流
行
し
て
い
ま
す
。
通
常
の

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行

す
る
季
節
と
も
な
り
、
同
様
の
注

意
が
必
要
で
す
。

【
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
症
状
】

　

く
し
ゃ
み
や
発
熱
な
ど
、
症
状

が
風
邪
に
似
て
い
ま
す
が
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
は
高
熱
や
関
節
痛
、

頭
痛
、
筋
肉
痛
な
ど
の
全
身
症
状

が
風
邪
よ
り
強
く
現
れ
ま
す
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
た
い
へ
ん

感
染
力
が
強
く
、
流
行
し
始
め
る

と
次
々
と
感
染
が
広
が
っ
て
し
ま

う
の
で
、
予
防
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

【
重
症
化
に
注
意
が
必
要
な
人
】

　

持
病
の
あ
る
人
や
妊
娠
し
て
い

る
人
、
乳
幼
児
、
高
齢
者
な
ど
は

肺
炎
な
ど
の
合
併
症
を
起
こ
し
て

重
症
化
し
や
す
い
の
で
注
意
が
必

要
で
す
。　

【
感
染
を
予
防
す
る
た
め
に
】

①
こ
ま
め
に
う
が
い
・
手
洗
い
を

し
ま
し
ょ
う
。

②
人
混
み
に
出
る
と
き
は
マ
ス
ク

を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。 

③
な
る
べ
く
人
混
み
を
避
け
ま
し

ょ
う
。

④
規
則
正
し
い
生
活
や
栄
養
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
食
事
・
休
養
を

と
り
、
体
力
や
抵
抗
力
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

【
受
診
の
仕
方
】

　

感
染
の
疑
い
が
あ
る
時
は
、
病

院
で
感
染
を
広
げ
な
い
た
め
に
、

医
療
機
関
に
電
話
を
し
て
受
診
の

時
間
・
入
り
口
を
確
認
し
、
マ
ス

ク
を
着
用
し
て
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

【
自
宅
療
養
の
ポ
イ
ン
ト
】

　

重
症
お
よ
び
そ
の
危
険
性
が
な

い
方
は
自
宅
療
養
と
な
り
ま
す
。

自
宅
療
養
の
際
に
は
、
患
者
さ
ん

の
回
復
と
家
庭
内
で
の
感
染
を
予

防
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

《
患
者
さ
ん
》

①
体
温
を
測
り
、
症
状
に
気
を
つ

け
、
体
調
が
悪
化
し
た
場
合
は

医
療
機
関
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

②
医
師
の
指
示
を
守
り
、
処
方
さ

れ
た
薬
は
、
最
後
ま
で
服
用
し

ま
し
ょ
う
。

③
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
こ
ま
め
に

手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。

④
お
茶
や
ス
ポ
ー
ツ
飲
料
な
ど
で

水
分
補
給
を
こ
ま
め
に
し
ま
し

ょ
う
。

⑤
栄
養
を
と
り
、
安
静
に
し
て
十

分
な
睡
眠
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。 

《
家
族
の
皆
さ
ん
》

①
家
族
の
方
も
毎
日
体
温
を
測
り

ま
し
ょ
う
。（
感
染
す
る
と
、
１
〜

７
日
程
の
潜
伏
期
の
後
に
、
症
状

が
現
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。）

②
看
病
を
し
た
後
は
こ
ま
め
に
手

を
洗
い
ま
し
ょ
う
。
そ
の
後
消
毒

薬
を
す
り
込
む
と
効
果
的
で
す
。

③
可
能
で
あ
れ
ば
患
者
さ
ん
と
別

の
部
屋
で
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

④
こ
ま
め
に
部
屋
の
換
気
を
し
、

適
度
な
湿
度
（　

〜　

％
）
を

50

60

保
ち
ま
し
ょ
う
。

⑤
患
者
さ
ん
と
接
す
る
時
は
、
マ

ス
ク
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

⑥
患
者
さ
ん
の
使
用
し
た
食
器
類

や
衣
類
は
、
通
常
の
洗
剤
で
消

毒
で
き
ま
す
が
、
タ
オ
ル
や
食

器
の
共
有
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

⑦
ド
ア
ノ
ブ
や
ス
イ
ッ
チ
な
ど
手

の
触
れ
る
と
こ
ろ
は
消
毒
し
ま

し
ょ
う
。
（
消
毒
用
ア
ル
コ
ー

ル
な
ど
）

　

ご
不
明
な
点
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
保
健

師
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
電
話　
　

―
２
０
０
０
番
）

32

保
健
師　
　

辻　

留
美
子
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　年金請求時の相談業務の平準化及び裁定事務の迅速化を図るため、次に該当する方を対象に、社会保険
業務センターから受給権が発生する65歳・60歳に到達する３か月前に「裁定請求書」が送付されます。
又、受給資格が確認できない方には、60歳到達する３か月前に「年金に関するお知らせ（ハガキ）」が送
付されます。

※注意　65歳で老齢基礎年金を受給されるかたは、誕生日以降に裁定請求書を戸籍年金係までご持参く
ださい。

�������	
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○老齢基礎年金の受給資格を満たしており、65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発
生する方。

○老齢基礎年金の受給資格を満たしており、60歳に特別支給の厚生年金の受給権が発生する方。
○65歳到達者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発生している方。
○60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているにもかかわらず、　年
金の請求がされていない方。

○社会保険業務センターで管理している記録では老齢基礎年金の受給資格が確認できない方。

�������	�
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・幼児期（３歳～５歳）は、基礎的な動き（歩く、走る、跳ぶ、投げる）や平衡感覚や空間認知能力など
のバランス感覚が著しく発達する時期です。特に４～５歳では、個人差はあるものの、運動能力は大き
く向上します。

・小学校低学年（１～２年生）になると、さらに複雑な動作を行う能力も向上します。神経系の発達は６
歳頃までに成人の９割程度のレベルに達するとも言われていることから、この時期の身体活動へのかか
わりの有無が、その後の運動能力の発達に大きく影響を持つことになります。

・小学校中学年（３～４年生）は、身体の発達面では比較的安定した時期となり基礎的な動きがより洗練
されてきます。この時期は、思春期の発育の準備期でもあ
り、スポーツに対する興味が芽生え、運動する喜びや意義、
集団活動に不可欠な社会性に対しても理解を深められるよ
うになっています。

・小学校高学年（５～６年生）は人生でもっとも著しい思春
期の入り口と言われています。個人差はありますが、身長
が急速に伸びたり、内臓器官や骨、筋肉といった身体諸機
能の著しい発達がみられるだけでなく、精神面でも急速な
発達がみられるため「心身の成長の黄金時期」とも言われ
ています。

　保護者の皆さまは、子どもの心と身体と知性がバランスよく成長・発達するよう見守り、育て、働きか
けていくことが重要です。来月号以降で、気軽にできる運動・軽スポーツをご紹介します。

（文部科学省　子どもの体力向上のために　抜粋）ー和寒町青少年育成町民会議ー
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月　

日
（
土
）
、
リ
サ
イ
ク
ル

10

10

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
ク
リ
ー
ン
タ
ウ

ン
わ
っ
さ
む
に
よ
る
「
リ
サ
イ
ク
ル

ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
毎

年
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト

で
は
、
遊
休
品
の
引
渡
や
エ
コ
商
品

の
抽
選
会
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な

ど
の
ほ
か
、
コ
ー
ヒ
ー
の
無
料
配
布

な
ど
も
行
わ
れ
、
約
１
８
０
名
の
町

民
の
方
々
が
訪
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
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�
��

開
催
さ
れ
吉
本
興
業
に
所
属
す
る
人

気
お
笑
い
芸
人
イ
ン
パ
ル
ス
・
麒
麟

を
含
む
６
組
が
芸
を
披
露
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
出
演
者
の
サ
イ
ン
色
紙

が
当
た
る
抽
選
会
も
行
わ
れ
、
４
５

０
人
を
超
え
る
満
員
の
会
場
は
大
爆

笑
の
渦
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�	

�

　
　

月
８
日
（
木
）
、
小
学
校
と
中

10
学
校
の
合
同
に
よ
る
小
中
連
携
ス
ク

ー
ル
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
活
動
は
小
学
校
の
児
童
１

７
７
名
と
中
学
校
の
生
徒　

名
の
合

86

計
２
６
３
名
が
全　

班
に
分
か
れ
、

16

市
街
地
や
公
共
施
設
を
中
心
に
、
和

寒
駅
や
商
店
街
、
ス
キ
ー
場
な
ど
と

い
っ
た
様
々
な
場
所
で
清
掃
活
動
を

行
う
も
の
で
、
今
年
で
３
回
目
を
迎

え
る
も
の
で
す
。
秋
の
肌
寒
い
風
が

吹
く
中
、
児
童
・
生
徒
た
ち
は
寒
さ

に
負
け
じ
と
一
生
懸
命
に
清
掃
活
動

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

�
�
�
�
�
�
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９
月　

日
（
木
）
、
和
寒
町
グ
リ

17

ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協

議
会
で
は
埼
玉
県
立
新
座
高
校
の
生

徒　

名
の
農
業
体
験
実
習
を
行
い
ま

14
し
た
。
同
校
が
北
海
道
で
農
業
体
験

を
行
う
の
は
初
め
て
の
取
り
組
み
で

あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
印
象
に
残
る

修
学
旅
行
に
し
た
い
と
の
思
い
か
ら

和
寒
町
を
訪
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た

ち
は
、
２
泊
３
日
で
各
受
入
農
家
宅

に
泊
ま
り
込
み
で
生
活
し
、
南
瓜
の

収
穫
体
験
や
ト
マ
ト
の
選
別
作
業
な

ど
、
自
然
の
な
か
で
生
き
生
き
と
体

験
学
習
を
行
い
貴
重
な
修
学
旅
行
と

な
り
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
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月
３
日
（
土
）
、
恵
み
野
ホ
ー

10
ル
で
Ｓ
Ｔ
Ｖ
ラ
ジ
オ
で
お
な
じ
み
の

喜
瀬
ひ
ろ
し
さ
ん
を
お
招
き
し
生
涯

学
習
講
演
会
「
声
は
人
な
り
・
心
豊

か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
軽
快
な
語
り
口
で

　
　

月　

日
（
日
）
、
恵
み
野
ホ
ー

10

11

ル
周
辺
に
お
い
て
第　

回
パ
ン
プ
キ

12

ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
今
年
は
、
う
つ
み
宮
土
理
さ

ん
に
よ
る
ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ
が
行
わ

れ
た
ほ
か
、
恒
例
の
カ
ボ
チ
ャ
つ
か

み
ど
り
や
カ
ボ
チ
ャ
み
こ
し
、
農
産

物
の
直
売
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
町
内

外
か
ら
多
く
の
方
々
が
訪
れ
、
秋
の

味
覚
を
楽
し
み
ま
し
た
。
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�
�
�
�
�
�
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月　

日
（
日
）
、
恵
み
野
ホ
ー

10

18

ル
に
お
い
て
わ
っ
さ
む
１
１
０
年
記

念
Ｎ
Ｈ
Ｋ
公
開
収
録
番
組
「
と
こ
と

ん
！
ふ
る
さ
と
ス
テ
ー
ジ
」
の
公
開

収
録
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ゲ
ス
ト
の

「
前
川
清
さ
ん
」
と
「
門
倉
有
希
さ

ん
」
と
と
も
に
、
カ
ボ
チ
ャ
の
生
産

者
さ
ん
や
ラ
ン
タ
ン
名
人
に
よ
る
カ

ボ
チ
ャ
の
紹
介
、
ま
た
、
全
日
本
玉

入
れ
選
手
権
の
実
演
と
い
っ
た
様
々

な
収
録
が
行
わ
れ
、
会
場
に
訪
れ
た

約
４
０
０
名
の
方
々
か
ら
多
く
の
拍

手
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で
の
裏
話
や
、
ラ

ジ
オ
で
の
失
敗
談
な
ど
を
交
え
、
来

場
者
の
笑
い
を
誘
い
「
人
と
係
わ
る

に
は
言
葉
が
大
事
」
と
話
し
、
会
話

・
挨
拶
の
重
要
さ
を
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。

�
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�
�
�
�
�	


�

　
　

月
４
日
（
日
）
、
恵
み
野
ホ
ー

10
ル
で
和
寒
町
芸
術
文
化
公
演
会
実
行

委
員
会
に
よ
る
「
よ
し
も
と
お
笑
い

ラ
イ
ブ　

わ
っ
さ
む
２
０
０
９
」
が

in

～地域の話題をお届けします～
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☆
芳
生
苑
・
健
楽
苑
☆ 

＝　

寄　

附　

＝

▼
佐
藤
敏
明
さ
ん
（
西
町
）
か
ら

芳
生
苑
に
役
立
て
て
下
さ
い
と
３

万
円
を

＝　

寄　

贈　

＝

　

野
菜
他

▼
藤
井　

勇
二
さ
ん 
（
川　

西
）

▼
兼
丸　

邦
子
さ
ん 
（
東　

丘
）

▼
玉
手　

教
之
さ
ん 
（
南　

丘
）

▼
竹
本
サ
ツ
子
さ
ん 
（
菊　

野
）

▼
石
田　

葉
子
さ
ん 
（
三　

笠
）

＝　

慰　

問　

＝

▼
喫
茶
ル
ー
ム
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

▼
草
花
の
会 

押
花
作
品
展
示

▼
士
別
ひ
ふ
み
会
（
舞
踊
・
民
謡
）

▼
酒
井
寿
子
さ
ん
（
健
楽
苑
介
護

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

☆
社
会
福
祉
協
議
会
☆ 

＝　

寄　

附　

＝

▼
川
口
ル
ミ
子
さ
ん
（
朝
日
）
か
ら

亡
義
父
の
葬
儀
に
際
し
、
３
万
円
を

▼
岩
渕
節
子
さ
ん
（
東
町
）
か
ら

亡
夫
の
葬
儀
に
際
し
、
３
万
円
を

▼
櫻
井
清
子
さ
ん
（
三
笠
）
か
ら

亡
夫
の
葬
儀
に
際
し
、
５
万
円
を

▼
齋
藤
義
人
さ
ん
（
日
ノ
出
）
か

ら
亡
妻
の
葬
儀
に
際
し
、
３
万
円
を

▼
鷲
見　

重
さ
ん
（
東
丘
）
か
ら

亡
祖
母
の
葬
儀
に
際
し
、
５
万
円
を

▼
鈴
木
ア
イ
子
さ
ん
（
三
笠
）
か

ら
亡
夫
の
葬
儀
に
際
し
、
５
万
円
を

▼
佐
藤
敏
明
さ
ん
（
西
町
）
か
ら

亡
父
の
葬
儀
に
際
し
、
５
万
円
を

▼
長
浦
美
代
子
さ
ん
（
川
西
）
か

ら
亡
夫
の
葬
儀
に
際
し
、
３
万
円
を 
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お
父
さ
ん

赤
ち
ゃ
ん　
　
　
　
　
　

住　

所

　
　
　
　
　
　

お
母
さ
ん

　
　
　
　
　
　

幸　

一
さ

ん

牧　
　
 
杏  
珠 
ち
ゃん　
　
　
　

西　

町

あ
ん 
ず

　
　
　
　
　
　

由
香
里
さ

ん

　
　
　
　
　
　
　

満　
さ

ん

大
島　
　
 
楓 
く

ん　
　
　
　

三　

笠

か
え
で

　
　
　
　
　
　

裕　

美
さ

ん

　
　
　
　
　
　

健　

吾
さ

ん

川
西　
 
輝  
昇 
く

ん　
　
　
　

三　

笠

て
っ 
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　

亜
矢
子
さ

ん

　
　
　
　
　
　

俊　

人
さ

ん

近
藤　
 
瑞  
姫 
ち
ゃん　
　
　
　

三　

笠

み
ず 
き

　
　
　
　
　
　

奏　

絵
さ

ん
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氏　
　

名　
　

年
齢　

住　

所

川
口　

亀
治
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
朝　

日

98

鷲
見　

志
け
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
東　

丘

101

岩
渕　

誠
吉
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
東　

町

84

櫻
井　

義
夫
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
三　

笠

79

齋
藤　
�
江
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
日
ノ
出

63

長
浦　
　

實
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
川　

西

68

佐
藤　

輝
雄
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
芳
生
苑

89

山
崎　
　

久
さ　
　

ん

 

（　

歳
）
三　

笠

85
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■人　口　４，０１１人（△11人）
　・男　　１，８６２人（△７人）
　・女　　２，１４９人（△４人）
■世帯数　１，７５９戸（△５戸）
　　　　　（　）内は前月対比
　　出生　１人　　死亡　６人
　　転入　７人　　転出　13人
　　　　　　　　　10月１日現在
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三　笠　郷　洋志さ
ん・智恵さ

んの次女

　みなさん、こんにちは！りのです。
　私は、お散歩が大好きで天気のいい日は
ゼッタイお外に行くんだ。
　バイバイもできるようになったから私を
見かけたら声をかけてネ。
　上手に手をフリフリするからネ！
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三　笠　永易孝行さ
ん・瑠美さ

んの次男

　こんにちは。たくみです！僕は食べるこ
とが大好き。ごはんやおやつを見つけたら
「キャー」と声をあげていち早くイスに座
るんだ。テーブルにのっている食べ物は誰
のだって食べちゃうよ。
　それから、お兄ちゃんも大好き。泣かさ
れちゃうこともあるけど、僕は負けない
よ。こんな僕ですが、よろしくね。
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